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※本表における計数は、端数処理の関係で、合計した額と一致しない場合がある。 

※「国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開」の前年度予算額には、平成 31年度から観光庁に一

括計上することとなった国際観光旅客税を財源とする経費の他省庁計上分を含む。 

 

 

 

   

31 年度 

要求額 

(Ａ) 

うち優先

課題推進

枠 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

対前年度 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 

〇 国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 48,000 0 6,000 8.00 
     
〇 観光先進国の実現に向けた観光施策の着実な実施 25,218 6,411 20,627 1.22 
     

（１）戦略的な訪日プロモーションの実施と観光産業の基幹産業化 14,084 6,411 9,468 1.49 
戦略的な訪日プロモーションの実施 12,675 6,411 8,711 1.46 
ＭＩＣＥ誘致の促進 390 0 201 1.94 
相互交流の拡大に向けた若者の海外体験促進事業 50 0 0 皆増 
ＡＩ（人工知能）等導入による旅行サービスの高度化事業 50 0 0 皆増 
観光産業における人材育成事業 421 0 315 1.34 
テーマナビゲーター育成事業 70 0 0 皆増 
通訳ガイド制度の充実・強化 70 0 26 2.70 
宿泊施設を核とした地域の活性化促進事業 150 0 107 1.40 
健全な民泊サービスの普及 209 0 109 1.92 

     

（２）観光資源を活用した地域への誘客の促進 2,572 0 1,999 1.29 
広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 2,500 0 1,848 1.35 
テーマ別観光による地方誘客事業 73 0 151 0.48 

     

（３）訪日外国人旅行者の受入環境の向上 7,782 0 8,550 0.91 
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 7,760 0 8,532 0.91 
ユニバーサルツーリズム促進事業 22 0 18 1.26 

     

（４）観光統計の整備 779 0 610 1.28 
     

〇 その他（経常事務費等） 750 0 923 0.81 
     

合          計 73,968 6,411 27,550 2.68 

東北観光復興対策交付金 3,265 0 3,265 1.00 
ＪＮＴＯによる東北観光復興プロモーション 1,000 0 1,000 1.00 
福島県における観光関連復興支援事業 300 0 300 1.00 

合           計 4,565 0 4,565 1.00 

総           計 78,533 6,411 32,115 2.45 

東北の復興（復興枠） 

１．平成３１年度観光庁関係予算概算要求総括表 

(単位：百万円)
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※国際観光旅客税財源充当事業                要求額 ４８，０００百万円 

 
〇 国際観光旅客税を充当する予算に関しては、「外国人観光旅客の来訪の促進等に

よる国際観光の振興に関する法律」(「国際観光振興法」)第１２条に規定する国際観

光振興施策に必要な経費に充てるものとされている。 

 

〇 国際観光旅客税を充当する施策については、「国際観光旅客税(仮称)の使途に関す

る基本方針等について」(平成２９年１２月２２日観光立国推進閣僚会議決定)に基づ

き、観光庁に一括計上して予算要求を行うこととされた。 

具体的な施策に関し、観光戦略実行推進タスクフォースにおける累次の検討が行

われ、観光ビジョン実現プログラム２０１８(平成３０年６月１２日観光立国推進閣

僚会議決定)等が策定されるなど、検討が進められているところである。 

 

〇 平成３１年度における観光財源を充当する各施策については、上記基本方針にお

いて、既存施策の財源の単なる穴埋めをするのではなく、①受益と負担の関係から

負担者の納得が得られること、②先進性が高く費用対効果が高い取り組みであるこ

と、③地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致することを

基本的な考え方とされている。 

 

 

１．ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 

 ・最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等 

 ・公共交通利用環境の革新等 

 ・ＩＣＴ等を活用した多言語対応等 

 ・旅行安全情報等に関する情報プラットフォームの構築 

                                   等 

 

２．我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化 

 ・欧米豪を対象としたグローバルキャンペーン 

 ・デジタルマーケティングを活用したプロモーションの高度化 

                                   等 

 

３．地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の

満足度向上 

 ・文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備 

 ・文化財の観光資源としての開花 

 ・国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化 

 ・魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放 

 ・古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり 

 ・新たな観光資源の開拓 

 ・世界水準のＤＭＯの形成・育成                                    

  等 

 

 

２．国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 
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１．ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 

○最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等 

  旅客が行う諸手続や、空港内外の動線を一気通貫で円滑化・高度化し、旅客 

 満足度を向上 
 

 

  
 

 

 

２．我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化 

○デジタルマーケティングを活用したプロモーションの高度化 

  ウェブサイト等から得られる外国人旅行者の情報を活用したプロモーションの

高度化 
 

   
 

事業のイメージ 
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３．地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の

満足度向上 

○文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備 

  旅行者にとって分かりやすく、地域の面的観光ストーリーを伝える魅力的な多

言語解説を整備することで、訪日外国人の観光地での体験満足度の向上を図る。  
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（1）戦略的な訪日プロモーションの実施と観光産業の基幹産業化  

 
 

 

要求額 １２，６７５百万円の内数 （ＪＮＴＯ運営費交付金） 
  

○2020 年訪日外国人旅行者数 4000 万人等の目標達成に向け、欧米豪をはじめとした全

世界からの誘客を実現。 

○2030 年訪日外国人旅行者数 6000 万人等の目標達成に向け、2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会後も見据えた新たなプロモーションを展開。 
 
■現状①：日本へのインバウンドの 84％はアジアであるが、   

世界のアウトバウンドの 62%は欧米豪地域が占める  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【施策の方向性①：国別戦略に基づく市場別プロモーションの徹底】 

・欧米豪市場へのプロモーションの強化とアジア市場からの更なる誘客のため、国別戦略

に基づくきめ細やかな市場別プロモーションを徹底。 

・欧米豪市場では、国毎の市場特性を踏まえ、魅力あるアクティビティ等の訴求力の高い

コンテンツを中心としたプロモーションを実施。 

・日本のインバウンド全体の多くを占めるアジア市場では、リピーターを含め更なる誘客

促進のため、個々の旅行ニーズに応じたきめ細かなプロモーションを実施。 
 
 
■現状②：訪日者数は近年順調に増加。一方、2030 年 6000 万人達成のためには更なる成長が必要。  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
【施策の方向性②：新たな市場からの誘客促進に向けた取組の推進】 

・2030 年訪日外国人旅行者数 6000 万人等の目標を見据え、重点市場の追加に向けた

試行的なプロモーションの実施、富裕層の誘客拡大に向けたプロモーションの強化等、

新たな市場からの誘客拡大に向けた取組を推進。 

３．観光先進国の実現に向けた観光施策の着実な実施 

 ○ 戦略的な訪日プロモーションの実施                       （国際観光課） 

欧米豪

339万人
12%

アジア

2421万人
84%

その他（重点

20市場以外）

110万人
4%

2017年訪日外国人旅行者数及び割合

欧米豪 アジア その他（重点20市場以外）

総計

2869万人

（出典：JNTO発表統計を基に観光庁作成） （出典：UNWTO発表統計を基に観光庁作成） 

欧米豪市場からの取り込みが不十分 

2869
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万人 訪日外国人旅行者数の推移 
（出典：日本政府観光局（JNTO）） 

2030 年 6000 万人を着実に達成するとともに、更に伸ばしていくためには、幅 

広い市場からの誘客が重要であり、新たな市場からの誘客促進に向けた取組が必要。

万人 観光ビジョンの目標 

(実績) 
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重点 20 市場からの更なる誘客のため、国別戦略を徹底し、旅行ニーズに応じたき

め細かな市場別プロモーションを実施する。 

 
【欧米豪地域】 

旅行期間が長く消費額の大きいロングホールの誘客を強化するため、国毎の市場

特性を踏まえ、魅力あるアクティビティ等の訴求力の高いコンテンツを中心とした

プロモーションを実施。 

 

○ より戦略的な広告・宣伝の展開 

 

 

 

 

 

 
【アジア地域】 

既に旅行先としての認知度が高く、日本のインバウンド全体の 84%を占めるアジ

ア地域からの更なる誘客を促進するため、個々の旅行ニーズに応じたきめ細かなプ

ロモーションを実施。 

○ より戦略的な広告・宣伝の展開 

 

  

 

 

 

 

既存重点 20 市場別の訪日プロモーション事業等に加え、訪日インバウンドの成長

が見込まれる市場を新重点市場候補地（１０市場）に設定し、当該市場において重点

市場化に向けた市場調査や先行試行的なプロモーション等を実施。 

 

○市場調査や先行試行的なプロモーションの実施 

 

 

 

 

 

 

 

○富裕層の誘客拡大に向けたプロモーションの強化 

上記のプロモーションの高度化及び戦略的誘客の実現に向けて、JNTO の体制強化

を引き続き進める。 

③ 日本政府観光局（JNTO）の体制強化 

①  国別戦略に基づく市場別プロモーションの徹底 

・現地コンサル・ＰＲ会社の知見を活用したプロモーションの高度化 

・関係者の訪日招請による、メディア・SNS 等を通じた効果的な情報発信の強化 

・市場閑散期・経由便等の対応のため、航空会社等との共同広告の強化 

・訴求力の高い国際的な大規模旅行博等への出展の拡大 

・地方や新たな日本の魅力を伝える旅行業者の育成（訪日招請、ウェブ研修等） 

② 新たな市場からの誘客促進に向けた取組の推進 

・市場動向調査 

・現地消費者向け旅行博への出展 

・海外広告宣伝の実施 

・旅行会社やメディア向けセミナーの実施 

・レップを活用(※)した現地での情報発信 等     
 
(※) JNTOの現地事務所が存在しない地域等において、現地の事業者等が代理で情報収集や訪日プロモーション活動を実施すること。 

＜現地消費者向け旅行博出展＞ ＜海外広告宣伝の実施＞ 

・日本の多彩な魅力を提示するテーマ旅行のＰＲを強化 

・リピーター向けの訪問先として地方部の魅力を訴求 

・各国で普及しているＳＮＳ等を活用したタイムリー 

な情報発信 
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要求額 ３９０百万円、１２，６７５百万円の内数（ＪＮＴＯ運営費交付金） 

 

MICEの更なる国際競争力強化を図るため、官民総力を挙げて、国際競争力の強化、

国内主催者の取組支援強化、満足度の高いコンテンツ・プログラムの開発促進及び地域

力・人材力の強化に向けた取組を行う。また、オリパラ等、大規模なMICE開催に向け

、日本への注目度が高まる機会を生かし、MICE開催地としての日本の認知度向上と需

要喚起を図るため、年間を通じた大規模なグローバル・ブランド・キャンペーン等を展

開する。 

 
 

目標：MICE関連訪日外国人消費相当額 20３0年度８,000億円（20２0年度３,000億円） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ○ ＭＩＣＥ誘致の促進                    (参事官(ＭＩＣＥ担当)) 

MICE誘致の国際競争力の強化・開催地の魅力向上 

 

JNTOのマーケティング展開 

 

◆ データを活用したマーケティング機能の高度化 

◆ 日本のMICEブランドを活用し、年間を通じた大規模キャンペーンを展開 

◆ 国際会議を誘致する者を支援するMICEアンバサダープログラムの拡充 

◆ 来訪者データを活用したMICE見本市出展、商談会・セミナー事業の効率的な展開 

◆ ミーティング、インセンティブ分野拡大に向けた誘致開催の支援 

◆ MICE人材育成の強化 

 

日本のMICE開催地としての認知度向上・具体的な誘致案件の発掘 

 

◆ 国際競争力の強化 

・コンベンションビューローの機能強化 

◆ 国内主催者の取組支援強化 

・国内で開催される国際会議の一層の「国際化」支援 

◆ 満足度の高いコンテンツ及びプログラムの開発促進 

・地域貢献型プログラムを含むMICEの普及・促進 

・先進的テクノロジー技術等の活用促進 

◆ 地域力及び人材力の強化 

・MICE開催効果の地域への普及・啓蒙 等 

開催件数の増加、外国人参加者の増加、外国人滞在消費額の増加、地域活性化効果 

の増大 

日本MICEブランドの活用例 
 
 

 MICEセミナー 海外MICE専門見本市 
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要求額 ５０百万円 

 

 次代を担う若者の「海外体験」の促進を通じて、各国との相互交流をさらに拡大す

るため、若者の意識調査、効果的な旅行形態の調査等を踏まえた海外旅行のモデル創

出を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求額 ５０百万円 

 

旅行形態が多様化する中、国内の観光産業が旅行者のニーズに的確に応えるため、

AI（人工知能）ツール等を活用した旅行者のニーズ把握を通じた旅行サービスの高度

化を実現するべく、海外等の先行事例の調査等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ＡＩ（人工知能）等導入による旅行サービスの高度化事業（新規）       
                 （参事官(旅行振興担当)） 

 ○ 相互交流の拡大に向けた若者の海外体験促進事業（新規）         
                                (参事官(旅行振興担当)) 

平成31年度 

事業概要 

平成32年度～ 
（実施を検討） 

 現行の旅行サー

ビスの改善点等

の整理 
 最適なAI等の検

討 

 高度化に資する最新ツール

やマーケティング手法等の

調査 
 国内への応用可能性の整理 

 旅行者のニーズ分析等を

通じ、高度化に求められ

る方向性を整理 
 高度化に向けたロードマ

ップの作成 

実態調査 海外等先行事例の調査 高度化の方向性検討 

 AI等構築・試験・運用 
 AI等導入による高度化

効果（顧客満足度等）の

測定 

AI等導入モデル事業 

 国内外の隠れた観光資源の発掘。 

 発掘した観光資源を活用したより高品質な

旅行サービスの開発。適正価格での提供。 

 個人の好みを踏まえた旅行サービスの提供。 

旅行者の 

ニーズ把握 

SNS、ビッグデータ 

自社データ分析等 

AI 等活用イメージ 

高度化イメージ 顧
客
満
足
度
の
向
上 

地
域
経
済
の
活
性
化 

事業内容 

若者の海外旅行への意欲が低下している現状を踏まえ、従来のレジャー目的での
海外旅行に対して、現地での異文化体験・社会的活動等自己研鑽の要素が強い「海
外体験」を目的とした海外旅行を促進するため、各種調査を踏まえたモデル創出を
行い、相互交流を拡大する。 
  
  
   
    

（調査項目の例） 
・学校における旅行経験豊富な講師による 

講義及び学生の意識調査 
・産業界において求められる「海外体験」 

のニーズ調査 
・海外旅行等への「積極的行動層」に該当 

しない若者にとっての効果的な旅行形態 
の調査                             

   
    

教育、自己研鑽、
能力向上の要素を
組み込んだ海外旅
行モデルの創出 
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要求額 ４２１百万円 

 
観光先進国の実現を目指して、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とするた

めには、観光産業に携わる人材が質・量両面において不足している。そのため、トッ

プレベルの経営人材、観光産業を担う中核人材、即戦力となる実務人材の各層におい

て、観光産業の担い手の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 観光産業における人材育成事業           （参事官(観光人材政策担当）) 

 

 

  

 

我が国の観光産業をけん引するトップレベルの経営人材の育成 

地域の観光産業を担う中核人材の育成・強化 

観光産業の即戦力となる実務人材の確保・育成 

■カリキュラムのブラッシュアップ、広報周知の強化 

■「観光ＭＢＡ」取得者フォローアップのためのプログラム構築 

■宿泊業や旅行業等の観光産業従事者を対象とした、 

社会人向け教育プログラムを複数大学で実施 

 

■大学連携による合同研修の実施 

 

■歴史的資源を活用した観光まちづくりの担い手支援・育成 

・セミナーの実施、人材育成研修（応用編）の実施、人材育成に関わるガイドラインの作成等 

■インターンシップ等の先進的な実践授業の実施 

 

■地域における人材創出モデル事業の実施 

 

■外国人材受入れ環境整備のためのプラットフォーム構築 
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要求額 ７０百万円 

 
訪日外国人旅行者の地域滞在の満足度を高めるため、地域の魅力あるテーマの観光

資源について、外国人対応可能な体験型観光を担うガイド人材を育成することによ

り、地域での体験滞在の満足度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求額 ７０百万円 

 
訪日外国人旅行者の急増や多様化する訪日外国人のニーズに的確に対応するための

業務独占規制の廃止等の見直しを柱とする改正通訳案内士法の施行を踏まえ、新規参

入した無資格ガイドの実態把握や、有資格者の認知度向上・就業環境の整備に向けた

取組を進めることにより、無資格ガイドの資格取得を促し、ガイド業界全体の質の向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ テーマナビゲーター育成事業（新規）       （参事官(観光人材政策担当)） 

○ 通訳ガイド制度の充実・強化                    参事官(観光人材政策担当)） 

 

スノー 

 

 

            

事業内容 

自 然 

地域の魅力ある特定のテーマの観光資源について、外国人対応可能なガイド人材 

（ナビゲーター）を育成・活用するモデルケースを構築するため、以下の取組を実施。 

（事業の流れ） 

①育成するテーマの選定（ガイド育成テーマの例：スノー、自然、自転車等） 

②育成するガイドを募集し、研修を実施 

③育成ガイドを活用したモデルツアーの実施 

④モデルツアーの効果検証、他地域へ横展開  

訪日外国人旅行者の体験滞在の満足度向上・各地域における消費額の増加 

 
  

○改正通訳案内士法の施行により、通訳案内士に加え

て、多様な主体が無資格ガイドとして業界に参入。 

○一方で、無資格ガイドの数・実態は不明な状態。 

 ➢ 無資格ガイドの活動実態調査の実施。 

 ➢ 無資格ガイドが遵守すべき事項のマニュアル等 

の作成・展開。 

○通訳案内士は質の高いガイドサービスを提供する人材

であるものの、認知度・就業率が低い状況。 

○ガイドサービスの質の低下を招かないためには、有資

格者の就業環境を整備することにより、無資格ガイド

に資格取得を促し、ガイド業全体の質の向上が必要。 

 

有資格者の就業環境の整備 

 

無資格ガイドの実態把握 



- 11 - 
 

 

 

 

要求額 １５０百万円 

 
宿泊施設は、訪日外国人旅行者の増大や個人旅行志向など、経営環境が変化してい

る中、従来の経営ノウハウから脱却し、変革する必要があることから、生産性向上の

取組みや外国人目線による情報開示を支援するとともに、事業承継の先行事例を取り

まとめることにより、宿泊施設の経営力向上や集客力向上を図る。 
 

①宿泊施設の生産性向上推進事業 
宿泊施設単体の生産性向上を支援するとともに、宿泊施設が社員の共同活用等、互

いに連携することで、地域の宿泊施設全体の生産性を向上させるためのモデル事業を

実施・検証する。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
②宿泊施設の情報開示促進事業 

旅館の認知度を向上させるとともに、外国人旅行者に宿泊施設として選択してもら

うため、外国人旅行者が重視するサービス情報の有無や旅館利用に関する情報をWeb

サイト上に掲載し、様々な情報開示を実施する。また、セミナー等を通じて情報開示

の必要性等を発信し、事業者の意識改革をすることで旅館業界の底上げを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

③宿泊業の新陳代謝の促進（事業承継） 
旅館等における後継者不足の解消に資するため、Ｍ＆Ａ等の事業承継のニーズや課

題、先行事例における承継前後の売上比較やその要因分析、優良事例の選定、データ

ベース構築等の効果的な促進方策、自治体等を含む支援措置等を調査。事例集として

取りまとめ、全国の旅館等に広く周知を図る。 

 

 

○ 宿泊施設を核とした地域の活性化促進事業      （参事官(観光人材政策担当)） 

■ホテル・旅館において業務効率化等を効果的に
進めるための各種ツールを開発・公表 

 
 
 
 
■経営者のスキルアップや意識改革のため、ワー

クショップを実施 

■宿泊施設を拠点とした地域連携の取組による生
産性向上を図るため、社員の共同活用や滞在型
体験プログラムの開発等のビジネスモデルを形
成する。 

【宿泊施設等の連携による生産性向上】 【各宿泊施設の生産性向上】 

・若手社員の育

成が課題 

・働きやすい職

場環境が必要 

・従業員の能力 

アップ 

・作業の改善、 

標準化 

施設間連携による 

人材の活用（イメージ） 

旅館Ａ 旅館Ｂ 

スキルアップ 

会社の付加価値向上 

ＩＣＴ化による効率化 

ツール 

活用 ホテル  

旅館の認知度向上 

並びに受入体制の強化 

訪日外国人に向けた 

旅館利用へのきっかけ作り 

旅館事業者に向けた 

セミナーやオンライン講座の実施 

旅館内での様々な体験等を 

コンテンツとして発信 
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要求額 ２０９百万円 
 

健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業法等に基づく民泊事業の適正

な運営を確保するための取組を実施する。 

 

① 民泊管理システムの運用等 

民泊物件の届出、登録を行うためのシステムの運用を行うとともに、民泊サービス

に係る問い合わせ等のためのコールセンターの運営を行う。併せて、利便性の向上を

図るためのシステムの改修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 違法民泊の排除等の促進 

違法民泊の排除等を促し、健全な民泊サービスの普及を図るため、違法性が疑われ

る物件の確認に係るシステムの構築を行う。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 健全な民泊サービスの普及                               （観光産業課） 

＜システムイメージ＞ 

○ 民泊仲介サイトにおいては、物件の詳細な情報（住所等）が掲載されていない場合が多く、 

違法性が疑われる物件の特定が困難。 

 

関係行政機関の情報共有 

民泊管理システムの運用 事業概要 

 

コールセンターの運営 

問合せ 
苦情等 

システムを介した 
事業者からの 
申請情報等 

 

課題 

【システムの構築】（１年目予定） 

・システムの基本性能の検討、構築、調整を行う。 

【システムの試験導入、課題抽出、改善】（２年目予定） 

・複数の自治体においてシステムを試験導入し、生じた問題点について改善を行う。 

事業概要 

違法性が疑われる物件の特定を容易とするシステムを構築。 

海外無登録仲介サ

イトを把握し、掲

載物件情報を収集 

掲載物件に係る住

所等の詳細な情報

を集約、一覧化 

住宅宿泊事業法の届出物
件等の情報と照合した上
で、違法性が疑われる物
件を抽出、一覧化 
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（２）観光資源を活用した地域への誘客の促進  
 

 

 

要求額 ２，５００百万円 
 

訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進するため、ＤＭＯが中心となって行う、

調査・戦略策定からそれに基づく滞在コンテンツの充実、広域周遊観光促進のための環

境整備、情報発信・プロモーションといった、地域の関係者が広域的に連携して観光客

の来訪・滞在促進を図る取組に対して総合的な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ○ 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業             （観光地域振興課） 

 

 

支 援 内 容 

支援制度の概要 

具 体 的 な 支 援 イ メ ー ジ 

データに基づき、外国人

旅行者に対して訴求力

のある各種取組を実施

するための調査・戦略策

定に係る取組に対して

支援。 

二次交通検索サイトの整備 

調査結果や策定された

戦略に基づき、外国人

旅行者の滞在の促進

に繋がるコンテンツの

充実に係る取組に対し

て支援。 

調査結果や策定された

戦略に基づき、エリア内

のコンテンツの魅力や

周遊を促すための受入

環境に関する情報の効

果的な発信に係る取組

に対して支援。 

・補助対象事業：各ＤＭＯ策定の事業計画に位置づけられた外国人旅行者の誘客を目的とする以下の事

業（ただし、地方ブロック毎に開催される連絡調整会議における調整を行ったものに限る） 

※DMO（観光地域づくりの舵取り役）:Destination Management/Marketing Organization 

 
①調査・戦略策定（マーケティング調査等） 

②滞在コンテンツの充実（コンテンツの企画開発、旅行商品造成等） 

③広域周遊観光促進のための環境整備（多言語案内の改善、二次交通の実証実験等） 

④情報発信・プロモーション（旅行博等イベント出展、広告・宣伝等） 

 
・補 助 対 象 者：事業計画に位置づけられた事業の実施主体（訪日外国人旅行者のニーズに応える取組

を行うＤＭＯその他民間事業者、地方公共団体） 

・補 助 率：定額（調査・戦略策定）、事業費の1/2（滞在コンテンツの充実、広域周遊観光促進のため

の環境整備、情報発信・プロモーション） ※継続事業については2年目：2/5、3年目：1/3 

①調査・戦略策定 ②滞在コンテンツの充実 

③広域周遊観光促進のための環境整備 ④情報発信・プロモーション 

滞在コンテンツの充実と

あわせて、エリア内での

周遊を促すための環境

整備に係る取組に対し

て支援。 

マーケティング調査 クルーズ船を活用した 
コンテンツの開発 

SNS等による情報発信 

・①～④に係る一連の取組を広域的な連携・調整を図りながら総合的に支援 
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・ 地域の広域連携DMO・地域連携DMO・地域DMOのほか、観光庁、地方運輸局、JNTO、関係事業者、

有識者等をメンバーとする連絡調整会議を地方ブロック単位で開催。 

・ 各DMOが自らの事業と地域の地方公共団体、民間事業者の実施する事業をとりまとめの上、事業計

画を策定。 

・ 連絡調整会議において、各DMOの事業計画の記載事項について調整を行うことにより、広域周遊観

光促進の観点から地域の連携・調整を図る。 

連 絡 調 整 会 議 

有識者 

広域連携DMO 地域連携DMO 地域DMO 

地方運輸局 

観光庁 ＪＮＴＯ 関係事業

 

・事業計画の調整の実施 

・国による調査事業の実施・共有 

・ 各ＤＭＯの役割分担の下で、地域固有の文化、自然等を活用した観光コンテンツの充実及び交通アク

セスの改善をはじめとするストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を実施。 

・ その上で、地域の観光資源・交通・宿泊情報等をターゲット層へ効果的に訴求することにより、地方部

への来訪、宿泊・連泊・転泊による長期滞在を促進。 

地域の連携による広域周遊観光の促進（イメージ） 

地域の連携・調整を図る仕組み 

とりまとめ        策定    

事業計画 

DMO実施事業 

民間事業者 

実施事業 

 
地方公共団体 

実施事業 

 

とりまとめ        策定    とりまとめ        策定    

事業計画 

DMO実施事業 

民間事業者 

実施事業 

 
地方公共団体 

実施事業 

 

事業計画 

DMO実施事業 

民間事業者 

実施事業 

 
地方公共団体 

実施事業 
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要求額 ７３百万円 

 
特定の観光資源への興味・関心を動機として全国各地を訪れる「テーマ別観光」は、

旅行者に新たな地域への来訪を促すものであることから、テーマ毎の旅行需要を創出

するため、各地域の組織から構築されるネットワーク組織を対象として、全国各地に

点在するテーマ毎の観光資源のネットワーク化による情報発信力の強化等を支援する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ テーマ別観光による地方誘客事業                 （観光資源課） 

事業概要 

・マーケティング調査 

・観光客の受入体制強化 

・ネットワークの拡大     等 

国による支援例 

・エコツーリズム 

・酒蔵ツーリズム 

・ロケツーリズム 

・アニメツーリズム 

・サイクルツーリズム 

・忍者ツーリズム   等 
同じテーマで観光振興を図る 

複数地域による地域連携協議会 

を設置し、ネットワーク化を 

促進、情報発信力を強化 

Ｘ地域 Ｚ地域 

Ｗ地域 Ｙ地域 

平成30年度の選定テーマ 
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（３）訪日外国人旅行者の受入環境の向上  
 

 

 

要求額 ７，７６０百万円 

 

 
訪日外国人旅行者数4,000万人等の実現に向けて、ストレスフリーで快適な受入環

境整備を図るため、全国共通ＩＣカードの導入等の観光地までの移動円滑化や無料

Wi-Fiの整備等の滞在時の快適性向上等の取組について、地域の実情に応じて支援す

る。 

 

 

１．観光地までの移動円滑化 
・ ストレスフリーな公共交通利用環境の利便性向上等を実現する取組を支援 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

   

 

 

 

２．滞在時の快適性の向上 
・ 宿泊施設（旅館・ホテル）での滞在時の快適性向上等を実現するための取組を支援 

   

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 ○ 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業       （参事官（外客受入担当）） 

■多言語バスロケーション 

システムの設置等 

■鉄道駅・バスターミナル等における移動円滑化 
等 

 

■基本的ストレスフリー環境整備 
 

無料Wi-Fiの整備 案内表示の多言語化 

決済端末の整備 自社サイト多言語化 

トイレのバリアフリー化 手すりの設置 

段差解消（エレベーター等） 出入口の改修 

 
■バリアフリー環境整備 

 

等 
等 

■全国共通ICカードの導入 ■車内等を含めた洋式トイレの整備 
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要求額 ２２百万円 

 
少子高齢化や 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、高齢

の方や障害のある方の旅行の機会の拡大を目的として宿泊施設におけるバリアフリー

情報の発信の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ユニバーサルツーリズム促進事業                         （観光産業課） 

 

・宿泊施設におけるバリアフリー情報の発信の強化を目的に、地域のバリアフリー旅

行相談窓口や観光案内所などを対象とした実証事業により検証を行う。 

 

   
             

〇宿泊施設におけるバリアフリー情報の発信の強化を目的とした実証事業 

 

ホームページ上の宿泊施設のバリアフリー情報 
（カムイ大雪バリアフリーツアーセンターHP） 

那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所 

 

○×ホテル 

○×ホテル 
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（４）観光統計の整備  

 

 

 

要求額 ７７９百万円 
地方への誘客や消費の拡大を進めるべく、訪日外国人の大幅な増加などにより変化

の著しい旅行者の消費実態を的確に把握すると共に、都道府県レベルの入込客数・消

費額を明らかにする地域観光統計を整備し、観光地域づくりを支援する。 

 

 

 

○ 観光統計の整備                                 （観光戦略課） 
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 東北観光については、風評被害の影響等により、全国的なインバウンド急

増の流れから大きく遅れ、依然として厳しい状況にある。このため、2020

年に東北６県の外国人延べ宿泊者数を2015年の３倍の150万人泊とするこ

とを目標に、東北の観光振興に向けた取組を強力に推進する。 

 

 

 
 

要求額 ３，２６５百万円 

 

 東北地方の地方公共団体が、観光復興対策実施計画に基づき実施する、滞在コンテ

ンツの充実・強化等のインバウンドを呼び込むための取組を支援する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○ 東北観光復興対策交付金                （観光地域振興課） 

支援内容 
・交付対象事業：外国人旅行者の誘客を目的とする以下の取組 

①観光復興促進調査事業 ②地域取組体制構築事業     ③プロモーション強化事業 

④受入環境整備事業   ⑤滞在コンテンツ充実・強化事業 ⑥国際会議等誘致・推進事業 

※原則として、複数の地方公共団体が連携して広域的に事業を行うものを支援 

・交付対象：東北地方の地方公共団体 

・交付率 ：事業費の８／１０以内 

４．東北の復興（復興枠） 

  

 

  

 北東北「食街道」周遊プロモーション事業 

 

①観光復興促進調査事業 ③プロモーション強化事業 

④受入環境整備事業  ⑤滞在コンテンツ充実・強化事業 ⑥国際会議等誘致・推進事業 

交付対象事業の例

ＰＲ動画の再生者の属性を調査し 

今後の事業展開に活用 
観光地域づくりの中心となる人材 

育成に資する講座の実施 
地域の魅力を配信するＰＲ動画を 

動画サイトに掲載 

レンタカーを使ったドライブ周遊 

観光の利便性向上 
地域の資源を生かした体験 

プログラムの開発 

 

国連世界観光会議開催に合わせて

地域の魅力を発信 

複数の地方公共団体が連携して広域的に実施している事業 

東北６県と 

仙台市が連携 
青森県、岩手県、秋田県が連携 

（秋田県） （岩手県） （青森県） 

冬の東北とスノーコンテンツ等情報発信 

 

②地域取組体制構築事業 
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                                       要求額 １，０００百万円 

東北地方の観光魅力を世界に向けて集中的に発信し、東北への誘客を強力に促進する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求額 ３００百万円 

 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が福島県観光関連復

興事業実施計画に基づいて実施する国内向け風評被害対策や、特に教育旅行の再生な

どの震災復興に資する観光関連事業を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ＪＮＴＯによる東北観光復興プロモーション                   （国際観光課） 

○ 福島県における観光関連復興支援事業                  （観光地域振興課） 

東北観光復興プロモーション 

・知名度向上（グローバルメディア、海外の著名人を活用した情報発信） 

・メディアや旅行会社の招請（祭り等のイベントや商談会の活用） 

・送客促進（オンライン旅行会社等と連携した送客促進） 

グローバルメディアを

活用した情報発信 
商談会を活用した

旅行会社の招請 
オンライン旅行会社等と

連携した送客促進 

 

事業実施例   

・交流・風評払拭イベントの開催 

・観光アドバイザーの派遣 

・観光の基礎力づくりに向けた人材育成等

・関係者の招聘、モニターツアーの実施 

・教育旅行専門誌等を利用したプロモーション 

・教育旅行についての解説事例集を作成 

全国新酒品評会で史上初の６年連続で金賞受賞数日本一 

を達成し、高い品質が認められた福島の酒蔵に食と文化 

をあわせた周遊パスポートを作成し、県内の周遊を促進。

中高生を対象に被災地で営む飲食店経営者、旅館女将、 

医師等と直接対話。福島のこれまでと今を学ぶモニター 

ツアーを実施。 

②教育旅行再生 ①国内プロモーション 

・補助対象：福島県の早期の観光復興を促進することを目的とする以下の取組  

①国内プロモーション   ②教育旅行再生 

・交付対象：福島県 

・補助率：事業費の８／１０以内 

支援内容 
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 観光先進国の実現に向けた政府の取組  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003年 １月 小泉総理が｢観光立国懇談会｣を主宰 

４月 ビジット・ジャパン事業開始 

2006年 12月 観光立国推進基本法が成立 

2007年 ６月 観光立国推進基本計画（閣議決定） 

2008年 10月 観光庁設置 

2012年 ３月 観光立国推進基本計画改定（閣議決定） 

2013年 ３月 観光立国推進閣僚会議の設置 

12月 訪日外国人旅行者数1,000万人達成 

2015年 11月 「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を開催 

12月 訪日外国人旅行者数約2,000万人 

2016年 ３月 「明日の日本を支える観光ビジョン」 

（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

2017年 ３月 観光立国推進基本計画改定（閣議決定） 

５月 「観光ビジョン実現プログラム2017」(観光立国推進閣僚会議決定) 

12月 「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について」 

   （観光立国推進閣僚会議決定） 

2018年 ４月 国際観光旅客税法が成立 

 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に 

   関する法律の一部を改正する法律が成立 

６月 「観光ビジョン実現プログラム2018」(観光立国推進閣僚会議決定) 
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訪日外国人旅行消費額

新たな目標への挑戦！

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

明日の日本を支える観光ビジョン 新たな目標値

（2015年の約2倍）※ （2015年の約3倍） ※

（2015年の2倍超） ※ （2015年の4倍超） ※

（2015年の3倍弱） ※

（2015年の約2倍） ※

（2015年の5倍超） ※

（2015年の約3倍） ※

（最近5年間の平均から約5％増）※ （最近5年間の平均から約10％増） ※

安倍内閣５年間の成果

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、約3.5倍増の2,869万人に

・訪日外国人旅行消費額は、約４倍増の４.４兆円に

（2012年） （2017年）

836万人 ⇒ 2,869万人

１兆846億円 ⇒ 4兆4,162億円

※ （）内は観光ビジョン策定時である2015年時点との比較
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視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３

「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

これまでの議論を踏まえた課題

「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

平成28年３月30日策定

２ 観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に

３ すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に

■魅力ある公的施設・ｲﾝﾌﾗの大胆な公開・開放
・赤坂や京都の迎賓館に加え、我が国の歴史や伝統
に溢れる公的施設を一般向けに公開・開放

■文化財の観光資源としての開花
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■国立公園の「ﾅｼｮﾅﾙﾊﾟｰｸ」としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力を活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

・2020年までに、外国人利用者数を1000万人に

■景観の優れた観光資産の保全・活用による
観光地の魅力向上
・2020年を目途に、原則として全都道府県、
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

・歴まち法の重点区域などで無電柱化を推進

■滞在型農山漁村の確立・形成
・日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む
農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進
し、2020年までに全国の農山漁村で50地域創出

■地方の商店街等における観光需要の獲得・
伝統工芸品等の消費拡大
・2020年までに、商店街等において、50箇所で
街並み整備、1500箇所で外国人受入環境整備

・2020年までに、外国人受入可能な伝統的工芸品
産地を100箇所以上に

■広域観光周遊ﾙｰﾄの世界水準への改善
・修景や体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等に国から専門家ﾁｰﾑ
（ﾊﾟﾗｼｭｰﾄﾁｰﾑ）を派遣

■東北の観光復興
・東北６県の外国人宿泊者数を2020年150万人泊
（2015年の３倍）に

「明日の日本を支える観光ビジョン」施策概要

１ 観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に

■観光関係の規制・制度の総合的な見直し
・通訳案内士、ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、宿泊業等の抜本見直し

■民泊ｻｰﾋﾞｽへの対応
・現行制度の枠組みにとらわれない宿泊法制度の
抜本見直し（本年６月中目途に検討会とりまとめ）

■産業界ﾆｰｽﾞを踏まえた観光経営人材の育成強化
・2020年までに、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材の恒常的な
育成拠点を大学院段階（MBAを含む）に形成

■宿泊施設不足の早急な解消及び多様なﾆｰｽﾞに
合わせた宿泊施設の提供
・旅館等におけるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ投資などを促進

■世界水準のDMOの形成・育成
・2020年までに、世界水準DMOを全国で100形成

■「観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ」の継続的な展開
・観光まちづくりに関する投資や人材支援を安定的
・継続的に提供できる体制を整備

■次世代の観光立国実現のための財源の検討
・観光施策に充てる国の追加的な財源確保策を検討

■訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの戦略的高度化
・海外著名人の日本文化体験映像を海外ｷｰ局で配信

■ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光促進のための多様な魅力の対外
発信強化
・在外公館や放送ｺﾝﾃﾝﾂなどを活用した情報発信

■MICE誘致の促進
・政府ﾚﾍﾞﾙでの誘致支援体制の構築

■ﾋﾞｻﾞの戦略的緩和
・中国、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞ、ﾛｼｱの５ヶ国を対象

■訪日教育旅行の活性化
・「2020年までに４万人から５割増」の早期実現

■観光教育の充実
・総合的な学習の時間等における教材の作成・普及

■若者のｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ活性化
・若者割引等のｻｰﾋﾞｽ開発を通じた海外旅行の推進

■最先端技術を活用した革新的な出入国審査等
の実現
・世界最高水準の顔認証技術の導入などを促進

■民間のまちづくり活動等による「観光・まち
一体再生」の推進
・宿泊施設や観光ﾊﾞｽ乗降場等の整備促進

■ｷｬｯｼｭﾚｽ環境の飛躍的改善
・2020年までに、主要な観光地等における「100
％のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ対応化」などを実現

■通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きでき
環境の実現
・無料Wi-Fi環境とSIMｶｰﾄﾞの相互補完の利用促進

■多言語対応による情報発信
・中小事業者のWEBｻｲﾄの約半分を多言語化

■急患等にも十分対応できる外国人患者受入体
制の充実
・2020年までに、外国人患者受入体制が整備され
た医療機関を全国100箇所整備（現在の約５倍）

■「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を
を体感できる環境整備
・外国語対応可能な警察職員の配置等の体制整備

■「地方創生回廊」の完備
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能に

■地方空港のｹﾞｰﾄｳｪｲ機能強化とLCC就航促進
・複数空港の一体運営（ｺﾝｾｯｼｮﾝ等）の推進

■ｸﾙｰｽﾞ船受入の更なる拡充
・2020年に訪日ｸﾙｰｽﾞ旅客を500万人に

■公共交通利用環境の革新
主要な公共交通機関の海外ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約を可能に

■休暇改革
・2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に

■ｵﾘﾊﾟﾗに向けたﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進
・高い水準のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ化と心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを推進
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国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について
（平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定）①

観光は、双方向の国際交流を通じた相互理解の増進はもとより、本格的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、真に我
が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である。このような認識の下、昨年３月に策定した「明日の日本を支える観光ビ
ジョン」においては、2020年訪日外国人旅行者数4,000万人、2030年6,000万人等の大きな目標を掲げ、観光を我が国の
基幹産業へと成長させ、「観光先進国」の実現を図るため、政府一丸、官民を挙げて取り組んでいるところである。

観光ビジョンに掲げた目標の確実な達成のためには、今後さらに増加する観光需要に対し、より高次元な観光施策を展
開していく必要がある。このような観点から、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の前に財源を確保し観光施
策を着実に実施する必要性も踏まえ、「平成30年度税制改正の大綱」（平成29年12月22日閣議決定）において、観光促進
のための税として平成31年１月７日より国際観光旅客税（仮称）を創設し、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強
化を図るための恒久的な財源を確保することとしたものである。

以上を踏まえ、国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等については、下記のとおりとする。

記

１．国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針
（１）訪日外国人旅行者2020年4,000万人等の目標達成に向けて、

① ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
② 我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
③ 地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

の３つの分野に国際観光旅客税（仮称）の税収（以下、「観光財源」という。）を充当する。

（２）観光財源を充当する施策は、既存施策の財源の単なる穴埋めをするのではなく、以下の考え方を基本とする。
① 受益と負担の関係から負担者の納得が得られること
② 先進性が高く費用対効果が高い取り組みであること
③ 地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること

（３）使途の適正性の確保
観光財源の使途の適正性を確保する観点から、受益と負担の関係が不明確な国家公務員の人件費や国際機関分担

金などの経費には充てないこととする。また、観光財源を充当する３つの分野については、観光庁所管の法律を改正し、
法文上使途として明記する。また、予算書においても観光財源を充当する予算を明確化する。

（４）第三者によるチェック
無駄遣いを防止し、使途の透明性を確保する仕組みとして、行政事業レビューを最大限活用し、第三者の視点から適切

なPDCAサイクルの循環を図る。

２．平成30年度において観光財源を充当する具体的な施策・事業
平成30年度予算においては、平成31年１月７日からの徴収による総額60億円の歳入について、上記１．の基本方針に

基づき、CIQ体制の整備など特に新規性・緊急性の高い以下の施策・事業に充てることとする。

３．平成31年度予算編成に向けた対応方針
国際観光旅客税（仮称）の税収が満年度化する平成31年度予算以降は、硬直的な予算配分とならず、観光財源を充当

する具体的な施策・事業が、常に上記１．（２）の考え方を満たすものとなるべく、毎年度洗い替えが行えるよう、観光戦略
実行推進タスクフォースにおいて、民間有識者の意見も踏まえつつ検討を行い、予算を編成する。
また、受益と負担の関係を明確化し、予算の総合性の確保等を図る観点から、観光財源を充当する具体的な施策・事業
について、観光庁に一括計上した上で、関係省庁に移し替えて執行する。

以上

国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について
（平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定）②

具体的使途 金額 計上官庁

最新技術を活用した顔認証ゲートや税関検査場電子化
ゲートの整備等によるＣＩＱ体制の整備 20億円 法務省

財務省
ICT等を活用した多言語対応等 11億円 観光庁
旅行安全情報等に関する情報プラットフォームの構築 1億円 観光庁

②我が国の多様な魅力に関する
情報の入手の容易化 JNTOサイト等を活用したデジタルマーケティングの実践 13億円 観光庁

5億円 文化庁
2.5億円 環境省
3億円 観光庁

訪日観光における新たな観光コンテンツ整備・ＶＲ等
の最新技術を駆使した最先端観光の育成 4.5億円 観光庁

①ストレスフリーで快適に
旅行できる環境の整備

③観光資源の整備等による地域
での体験滞在の満足度向上

文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備


